
または

中途脱退者 確定給付企業年⾦(ＤＢ) 企業年⾦連合会

資格
喪失⽉

移換
通知⽉

翌⽉

翌々⽉

電算処理

移換指図

受 託 機 関
移換指図の実⾏ (末⽇)

移換完了通知書

未到達者⼀覧表

移換通知の締切⽇は毎⽉１５⽇です（１５⽇が⼟⽇祝⽇の場合は翌営業⽇）
※１５⽇を過ぎると翌⽉処理分として取り扱います
（できるだけ5⽇までに通知願います）

資格喪失

受付・点検

受 付

未到達者の公告

受付・調査・補正

脱退⼀時⾦相当額の受換

随時（初回通知および変更時）

10⽇ごろ

移換

未到達分

受 領

・受理書をもって移換指図してください
※移換指図は各DBが⾏います
※指図書には受理書および付表を添付します

資格喪失⽇から起算して１年を
経過する⽇までに申出

資格喪失⽇から１年を経過する⽇の翌⽇以降、
最初に到来する15⽇までに通知通知

申出

上旬

１．移受換の事務処理（確定給付企業年⾦→連合会）
脱退⼀時⾦相当額を連合会に移換する場合の流れ

登 録 届 兼 変 更 届
・様式第18号 ＋ 添書

移 換 通 知 書
・様式第10号

移換通知受理書・付表（様式第11号・
11号付表）のPDFおよびCSVデータを
CD-Rに収録して送付

（処理できなかった場合）
事故のお知らせ、事故連絡票を
帳票で送付



または

資格取得者 確定給付企業年⾦(ＤＢ) 企業年⾦連合会

資格
取得⽉
・
移換
申出⽉

翌⽉

資 格 取 得 者 ⽤ の
申出書(任意書式)

資 格 取 得 者 ⽤ の
申出書(任意書式)

移換申出の意思伝達

送付

提出

申出

取りまとめ
作成

ＤＣ法等改正法の⼀部施⾏前に連合会で受理した（脱退⼀時⾦相当額
の算定基礎期間の開始⽇・終了⽇の通知がない）積⽴⾦等に対して移換
申出をされた場合は、様式第12号の受付時に、算定基礎期間の開始
⽇・終了⽇を確認させていただく場合があります。

資格取得
資格取得⽇から3ヶ⽉を経過する⽇の翌⽇以降、最初に到来
する15⽇までに申出

移換完了通知書

受付・点検

資格取得⽇から3ヶ⽉を
経過する⽇までに申出

電算処理受付・点検

受付・調査・補正

移換指図

10⽇ごろ

受 託 機 関
移換指図の実⾏（末⽇）

移換積 ⽴ ⾦ ・ 年 ⾦ 給 付 等
積 ⽴ ⾦ の 受 換

受 領

資格取得者の移換申出を取りまとめて積⽴⾦等を連合会から受換する場合の流れ

Point

２．移受換の事務処理（連合会→確定給付企業年⾦）
移換申出の締切⽇は毎⽉１５⽇です（１５⽇が⼟⽇祝⽇の場合は翌営業⽇）
※１５⽇を過ぎると翌⽉処理分として取り扱います（できるだけ5⽇までに申出願います）

移 換 申 出 書
・様式第12号

移換申出書（様式第13号）
のPDFおよびCSVデータを
CD-Rに収録して送付

（処理できなかった場合）
事故のお知らせ、事故連絡
票を帳票で送付


